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第５号様式（第７条関係） 

 

会 議 録  

 
会議の名称 平成２４年度 第４回清須市総合型地域スポーツクラブ設

立準備委員会 

開催日時 平成２４年１２月２０日（木） 

午後２時００分～午後４時００分 

開催場所 清須市新川体育館 大会議室 

議  題 （１）きよすスポーツクラブ規約（案）について 

（２）事業計画(案)について 

（３）事業予算(案)について 

（４）その他 

会議資料 ・総合型地域スポーツクラブ趣意書【資料：１】 

・きよすスポーツクラブ規約【資料：２】 

・きよすスポーツクラブ規約細則【資料：３】 

・きよすスポーツクラブ謝金規程【資料：４】 

・きよすスポーツクラブ旅費規程【資料：５】 

・クラブマネジャーの雇用条件等【資料：６】 

・クラブマネジャー雇用契約書（案）【資料：７】 

・きよすスポーツクラブプログラム【資料：８】 
・平成 25 年度きよすスポーツクラブ収支予算書【資料：９】

・レクスポ体験教室アンケート結果【資料：10】 

公開・非公開の別 

(非公開の場合はその理由) 

公開 

傍聴人の数 

（公開した場合） 

０人 

出席委員 坂井田委員長、鈴木副委員長、福田委員、山﨑委員、 

石川委員、栗野委員 

欠席委員 平松委員、森下委員 

出席者（オブザーバー） 愛知県広域スポーツセンター事業推進室 安井主査 

出席者（市） 教育委員会 内田教育長 

事務局 ○教育委員会教育部 

櫻井部長 

○スポーツ課 

岩花課長、前田主幹、加藤主任主査 
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会議の経過 

開会 

内田教育長あいさつ 

坂井田委員長あいさつ 

欠席委員の報告 

議題 

（１）きよすスポーツクラブ規約（案）について 
 ・事務局から別紙資料（１）について説明。 
 ○理事の定数について５人以上２０人以内というのは幅がありすぎるのではない 

か。５人の場合、過半数は３人になってしまうが。（教育長） 
  ●規約上は５人以上とし、実際は１０人以上の人数を確保するようにする。（事

務局） 
○監事が議決に参加することには違和感があると思うが。（山﨑委員） 

 ●監事は議決権、評議権はない団体が多い。（安井主査） 

○第１６条の理事の定数については、いつ定めるのか。（石川委員） 

 ●最初の時点で定めた人数になります。（事務局） 

○会計は理事が行うのか。市との連携はどうなるか。（教育長） 

 ●会計は理事ではなく、事務職員やクラブマネジャーが行うことになります。市

との連携が必要なため、スポーツ課長が理事に加わることになると思います。（事

務局） 
  ●きよすスポーツクラブ規約について、承認された。 

・事務局から、その他別紙資料（２）～（７）について説明 
 ○講演会等に会員以外の方が参加したい場合、それは可能か。（教育長） 
  ●会員以外でも可能です。参加費に関しては随時、理事会で決定する。（事務局）

 ○家族会員の年会費について、大人２人子ども１人だとどうなるのか。（鈴木副委

員長） 
●初年度の会費は、家族会費を分割した会費にした。平成２６年度以降は。理事

会で決めていくことになる。（事務局） 
●規約細則、謝金規程、旅費規程、無給クラブマネジャーの雇用について、承認

された。  

 （２）事業計画(案)について 
 ・事務局から別紙資料（８）について説明 

   ●卓球教室については今週の土曜日には決定いたします。 
○定員を超えた場合でも実施出来るのか。（福田委員） 
●種目によっては可能だと思います。（事務局） 

○ピラティス・バレトンについては、場所的には大丈夫です。小さいお子さんを

連れて来られた場合に、事務局で対応していただければ、可能だと思います。

（栗野委員） 
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○プログラムについては参加しやすい時間帯で講師と相談の上、この様に日時や

曜日を決めることが出来ました。（坂井田委員長）   
●事業計画（案）について  承認 

 
  （３）事業予算(案)について 
・事務局から別紙資料（９）について説明 
○会場使用料については減免になるのか。（鈴木副委員長） 
●使用料についても減免ではなく、規則に従って支払うことになります。（事

務局） 
  ●今回の予算(案)については平成２５年度分のため、３月に発行するチラシ等

の印刷は今年度の予算で執行することになる。（事務局） 
  ●事業予算（案）について  承認 

 ・事務局から別紙資料（10）について説明 
○将来的に市全体の利益になる方向で長期的に考えて進めていただきたい。市民

に関心をもっていただけるよう啓発も行っていただきたいと思う。（安井主査）

○会員が多いと予算も組みやすくなるので、多くの方に参加していただけるよう

啓発をしてもらいたい。（教育部長） 
○長期的に考えた事業計画及び多くの会員を集めるよう努力していく必要があ

る。（坂井田委員長） 
●今後も設立に向けた意見を賜りますのでご協力をお願いいたします。（事務

局） 

鈴木副委員長あいさつ 

閉会 

会議の結果 議題１・２・３について承認 

問合わせ先 

 

教育委員会 スポーツ課 

０５２－４０９－１５３５（新川体育館） 
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